
公共下水道使用料の徴収漏れ等に対する取組状況について 

（令和 5年 3月 31日現在） 

 

平成２７年６月に公表した公共下水道への無断接続等(未賦課、誤賦課及び減免誤り)及び下水道

事業受益者負担金の徴収漏れに関し、継続して実施している収納業務の取組について報告させてい

ただきます。 

 

Ⅰ 公共下水道使用料の徴収漏れ 

徴収漏れをしていた８９１件に対し、平成２７年１１月から順次、下水道の使用開始日に遡って最

長５年分（地方自治法第２３６条第１項の規定に基づくもの）の請求をさせていただきました。 

請求件数・金額 納入済件数・金額(収納率) 

８９１件 ６，８５３万円 ７９4 件 6,260 万円(91.3％) 

※ １万円未満の端数切捨て 

 

Ⅱ 公共下水道使用料の減免解除漏れ 

減免解除漏れであることが確認できた４８８件について減免解除を行うとともに、過去の使用

料について、平成２８年２月から順次、最長５年分（地方自治法第２３６条第１項の規定に基づくも

の）の請求をさせていただきました。 

請求件数・金額 納入済件数・金額(収納率) 

４８８件 ２，０６４万円 407 件 １，６４４万円(７９．７％) 

※ １万円未満の端数切捨て 

 

Ⅲ 下水道事業受益者負担金の徴収漏れ（全額納入済み） 

徴収可能な土地のうち、猶予理由が継続している土地は、引き続き徴収猶予とし、猶予理由が

なくなった土地は、速やかに徴収猶予を取り消し、請求を行い、令和 3年 8月までに全額納入さ

れました。 

請求金額 納入済金額(収納率) 

８，７７６万円 ８，７７６万円（１００％） 

※ １万円未満の端数切捨て 


